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公益社団法人第５回通常総会

税のオピニオンリーダーとして

　ヨーロッパの動き、トランプ大統領の動きは、
1989年以降の緩やかな統合と思っていたころと比
べると、波乱含みと思われ、どこを軸として考えて
いけばいいのかという点で、世界中の大きな課題を
残す結果となっている。
　また、中国、ロシアの経済制裁の動向や外交面も
含め、朝鮮半島情勢を注目していく必要がある。
　第一次安倍政権は「戦後レジュウム」からの脱却
とか言っていたが、経済状況も悪く、支持率も良く
なかったので、参議院選挙の結果や健康状態などの
ことで、退陣し、政権は360日で終わる。
　その後、自民党は、小泉さん以降、福田さん、麻
生さんと３人の総裁を出すが、国民の間で、「回転
ドア政権」とか、「まだ、何も反省していないので
はないか。」と言われていた。
　結局、2009年に民主党政権の誕生を見ることに
なった。
　これで、アメリカやイギリスのような二大政党制
のもとで、という形に一応なった。
　ところが、実際は、鳩山さん、菅さん、野田さん
の民主党政権。
　この三年三ヵ月の国民の期待を裏切った失政。こ
の影響は極めて大きい。
　93年の細川連立政権から16年後に非自民の民主
党政権が誕生したのであるが、この政権に対する失
望感が、一つも解消されないままであり、今は、野
党に対する信頼度は、ほとんどない。
　2012年、第二次安倍政権が登場した。
　今の安倍政権が強固と言われ、一強体制と言われ
ているのは、この失望感のためである。
　健全な、対抗軸が無いなかで、政治が行われてい
くことは、良いことではないと思う。
　今の政権を表現すると、「一強多弱」。
　自民党が圧倒的に強い。衆参共に過半数を超えて
いる。弱は、当然、野党。
　もう一つは、政高党低の政治である。官邸が強
く、自民党が低いということ。
　官邸に圧倒的に力が集まっており、安倍さんが圧
倒的に強い。
　党内環境においても、政治環境においても圧倒的
に強い中で進んでいる。
　安倍政権が誕生してから、一貫して、経済状況、
支持率が追い風の状況にある。
　戦後の在職日数では、１番は、佐藤栄作さんの
2798日。２番は吉田茂さんの2616日。３番は小泉
純一郎さんの1980日だった。安倍さんは、５月27
日に小泉さんを抜いて、現在進行形で戦後の３番目

になっている。
　更には、自民党の党大会で、自民党の総裁の任期
の規定は、１期３年で２期の６年が限界だったが、こ
の状況の中で、誰もクレームを付けなかったから、安
倍さんは、もう１期やって良いことになった。
　2018年９月に自民党総裁の任期切れが来るはず
だったが、これも乗り越えて、来年の９月から３
年、2021年の９月まで、トータル９年間を展望す
るような政権になっている。
　長期政権を歩んでいくことになるので、国民から
疑念を抱けるようなことが無いようにする必要があ
る。簡単に考えない方が良い。
　世界状況は不安定であり、不確定な時代に入って
きていることから、こうしたことを踏まえてやって
いく必要がある。
　2019年１月１日午前零時をもって、新元号に変
わる可能性が極めて大きくなってきている。
　新元号の翌年は、東京オリンピックになる。
　新元号３年の９月は、安倍総裁の任期切れに向か
うこととなる。
　安倍さんは、2020年に、憲法改正を実現したい
としている。
　それは、憲法第９条第３項を創設して、自衛隊と
いうものを明記するとしている。
　これが、この先２～３年の間に、やっていけるの
かどうか、国民的にそれだけの議論が醸成されてく
るか注目する必要がある。
　国民の一人として考えると、安倍さんにやっても
らわなければならないことは、国内の問題をどのよ
うにまとめていって、経済状況、地方の問題、少
子・高齢化の問題など、特区や成長戦略の話もある
が、きめ細かく、どっしりと構えて取り組んでいた
だきたい。
　現実を冷静に分析して、どのようにして輝ける時
代を構築していくか、その布石が必要な時になって
いる。

記念講演

新署長着任のごあいさつ

（略　歴） 高岡税務署　総務課長（平成20年７月）

 福井税務署　特別国税調査官（平成22年７月）

 富山税務署　副署長（平成24年７月）

 金沢国税局　調査査察部査察第二部門統括国税査察官（平成25年７月）

 金沢国税局　調査査察部査察第一部門統括国税査察官（平成27年７月）

七尾税務署　 大　沢　厚　志　氏
署長プロフィール

　公益社団法人七尾法人会会員の皆様方には、ま
すますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　本年７月の定期人事異動により、七尾税務署長
を拝命しました大沢厚志でございます。前任の大
谷同様、よろしくお願い申し上げます。
　公益社団法人七尾法人会の役員並びに会員の皆
様方には、平素より法人会活動を通じ、税務行政
の円滑な運営に対しまして、深いご理解と格別の
ご協力を賜り、本誌をお借りし厚くお礼申し上げ
ます。
　私は七尾市出身ですが、七尾税務署は初めての
勤務となります。
　七尾税務署の管轄には、気多大社や妙成寺をは
じめとした歴史的・文化的遺産が多く、自然が豊
かであり、また、北陸新幹線金沢開業や能越自動
車道七尾氷見道路が全線開通するなど高速インフ
ラも整備され、多方面にわたって環境の整った地
域であり、地域経済が活性化しているこの時期
に、当署に勤務できますことを大変光栄に思って
おります。
　公益社団法人七尾法人会におかれましては、申
告納税制度の維持・発展に寄与する「健全な納税
者の団体」として、税の広報活動をはじめ、各種
説明会・講演会等の開催、児童・生徒に対する租
税教室の推進等を通じて、正しい税知識の普及と
納税道義の高揚に大きな貢献をされるとともに、
公益社団法人として、地域社会に密着した社会貢
献活動にも積極的に取り組まれておられると伺っ
ております。
　さらには、地域社会への貢献活動を広く展開す
る目的での一手段として租税教育事業の拡充を図
るため、七尾税務署管内にある３つの租税教育推
進協議会へ加入されているとも伺っており、協議
会の同じ構成員として、これまで以上に連携を図
りながら、租税教育の充実という目標に向かい活
動して参りたいと考えております。
　このような公益事業をはじめとする貴会の活動
を通じた、今日のご発展は、小田会長をはじめ役
員、そして会員の皆様の並々ならぬご尽力の賜物
と心より敬意を表する次第であります。

　私ども税務当局といたしましては、七尾法人会
の皆様との相互信頼・協調関係を大切にし、法人
会活動に可能な限りご支援をさせていただく所存
でございますので、今後とも充実した魅力ある活
動を展開されますことをご期待申し上げます。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、少
子高齢化や経済社会のグローバル化・ＩＣＴ化の
進展等により、ますます複雑かつ困難なものとな
っており、また、平成31年10月には消費税率の
引上げや軽減税率制度が導入される予定となって
います。
　このような状況の中、私どもは状況の変化に的
確に対応しつつ、「納税者の自発的な納税義務の
履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の
使命を果たすため、ｅ－ＴａｘなどＩＣＴを活用
した事務の合理化・効率化を図りながら、納税者
の皆様にとって利便性の高い申告・納付手段を充
実させ納税者サービスの向上に努めるとともに、
適正な申告を行った納税者の皆様に不公平感を与
えないよう、悪質な納税者には厳正な姿勢で臨む
など適正・公平な調査・徴収に努めてまいりたい
と考えておりますので、引き続き、税務行政に対
しまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　結びに当たり、公益社団法人七尾法人会のます
ますのご発展と、会員の皆様方のご健勝並びにご
事業のご繁栄を祈念いたしまして、着任の挨拶と
させていただきます

　６月１日、加賀屋において、大谷七尾税務署長を
はじめ多くの来賓を迎え、公益社団法人七尾法人会
第５回通常総会が開催された。会長あいさつの後、
【報告事項】平成29年度事業計画及び同収支予算
並びに平成28年度事業報告、引き続き、【審議事
項】平成28年度収支決算報告及び役員選任（案）
並びに会費規程の一部改正が説明され、満場一致で
承認・可決された。総会に引き続き学習院大学特別
客員教授　岩田公雄氏より「どうなる今後の日本の
政治経済」の演題で記念講演が行われた。（主な内
容は、次のとおり。）

【七尾税務署幹部職員のご紹介】
平成29年7月10日現在

署　　長 大沢　厚志
総務課長 長尾　　欣
管理運営部門統括官 松浦　大介
管理運営・徴収部門統括官 苗代　幸浩
個人課税第一部門統括官 東村　昌明
個人課税第二部門統括官 細木　圭介
法人課税第一部門統括官 野村　和重
法人課税第二部門統括官 木島　正明
法人課税第一部門総括上席
国税調査官（法人会担当） 中田　　浩
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した事務の合理化・効率化を図りながら、納税者
の皆様にとって利便性の高い申告・納付手段を充
実させ納税者サービスの向上に努めるとともに、
適正な申告を行った納税者の皆様に不公平感を与
えないよう、悪質な納税者には厳正な姿勢で臨む
など適正・公平な調査・徴収に努めてまいりたい
と考えておりますので、引き続き、税務行政に対
しまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　結びに当たり、公益社団法人七尾法人会のます
ますのご発展と、会員の皆様方のご健勝並びにご
事業のご繁栄を祈念いたしまして、着任の挨拶と
させていただきます

　６月１日、加賀屋において、大谷七尾税務署長を
はじめ多くの来賓を迎え、公益社団法人七尾法人会
第５回通常総会が開催された。会長あいさつの後、
【報告事項】平成29年度事業計画及び同収支予算
並びに平成28年度事業報告、引き続き、【審議事
項】平成28年度収支決算報告及び役員選任（案）
並びに会費規程の一部改正が説明され、満場一致で
承認・可決された。総会に引き続き学習院大学特別
客員教授　岩田公雄氏より「どうなる今後の日本の
政治経済」の演題で記念講演が行われた。（主な内
容は、次のとおり。）

【七尾税務署幹部職員のご紹介】
平成29年7月10日現在

署　　長 大沢　厚志
総務課長 長尾　　欣
管理運営部門統括官 松浦　大介
管理運営・徴収部門統括官 苗代　幸浩
個人課税第一部門統括官 東村　昌明
個人課税第二部門統括官 細木　圭介
法人課税第一部門統括官 野村　和重
法人課税第二部門統括官 木島　正明
法人課税第一部門総括上席
国税調査官（法人会担当） 中田　　浩
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　10月５日、福井県産業会館において多数の役員・会員の参加を得て、第34回法人会全国大会が開催され、全国約80
万会員総意による要望事項が採決され、税制改正の提言が行われた。また、今後この提言内容の実現に向けて、全法
連、県連、単位会における運動方法が報告、確認された。

《基本的な課題》
Ⅰ．税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
⑴消費税率10％への引き上げは、財政健全化と社会
保障の安定財源確保のために不可欠である。国民の
将来不安を解消するために、「社会保障と税の一体
改革」の原点に立ち返って、2019年10月の税率引
き上げが確実に実施できるよう、経済環境の整備を
進めていくことが重要である。
⑵「骨太の方針2015」では、歳出面で2016年度から
18年度までの３年間で政策経費の増加額を1.6兆円
（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制
する目安を示した。この２年間においては目安を達
成していることから、最終年度においても政策経費
の抑制は確実に行うべきである。
⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体
的改革によって進めることが重要である。歳入では
安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳
出については、聖域を設けずに分野別の具体的な削
減の方策と工程表を明示し、着実に実行するよう求
める。
⑷消費税率についてはこれまで主張してきたとおり、
税率10％程度までは単一税率が望ましいが、政府
は税率10％引き上げ時に軽減税率制度を導入する
予定としている。仮に軽減税率制度を導入するので
あれば、これによる減収分について安定的な恒久財
源を確保するべきである。
⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など
金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害する
うえ財政の悪化要因にもなる。政府・日銀には市場
の動向を踏まえた細心の運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格対
応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高齢者の
基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本
的な施策を実施する。
⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制
改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するため
に診療報酬（本体）体系を見直すとともに、薬価の
実態を反映させるよう、２年に１度としてきた薬価
の改定を毎年実施する。さらに、政府目標である
ジェネリックの普及率80％以上も早期に達成する。
⑶介護保険については、制度の持続性を高めるために
真に介護が必要な者とそうでない者にメリハリをつ
け、給付及び負担のあり方を見直す。
⑷生活保護については、給付水準のあり方などを見直
すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運
用が不可欠である。
⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等

を整備するなどの現物給付に重点を置くべきである。
その際、企業も積極的に子育て支援に関与できるよ
う、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて検討
する。なお、子ども・子育て支援等の取り組みを着実
に推進するためには安定財源を確保する必要がある。
⑹企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害し
ないような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
⑴国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制。
⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削
減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」
の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁でき
るよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。
⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となる。消費税の制度、執行面においてさ
らなる対策を講じる必要がある。

５．マイナンバー制度について
　　マイナンバー制度は運用段階に入ったが、依然とし
て国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い
難い。政府は引き続き、制度の意義等の周知に努め、
その定着に向けて取り組んでいく必要がある。
　　今後は社会保障と税、災害対策となっている利用範
囲をどこまで広げるかが大きな課題となるが、広範な
国民的議論が必要である。

６．今後の税制改革のあり方
　　今後の税制改革に当たっては、①経済の持続的成長
と雇用の創出②少子高齢化や人口減少社会の急進展③
グローバル競争とそれがもたらす所得格差など、経済
社会の大きな構造変化④国際間の経済取引の増大や多
様化、諸外国の租税政策等との国際的整合性――など
にどう対応するかという視点等を踏まえ、税制全体を
抜本的に見直していくことが重要な課題である。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　　法人実効税率は平成28年度税制改正で29.97％（平
成30年度29.74％）となり、政府目標の「20％台」が
実現した。
　　ただ、ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は約
25％、アジア主要10カ国の平均は約22％となってお
り、我が国の税率水準は依然として高い。今般の税率
引き下げの効果等を確認しつつ、国際競争力強化など
の観点からさらなる引き下げも視野に入れる必要があ
ろう。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時限措
置ではなく、本則化する。また、昭和56年以来、800
万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。
⑵租税特別措置については、税の公平性・簡素化の観
点から、政策目的を達したものや適用件数の少ない
ものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はある
が、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措
置は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきで
ある。なお、少額減価償却資産の取得価額の損金算
入の特例措置の適応期限が平成30年３月末までと
なっていることから、直ちに本則化することが困難
な場合は、適用期限を延長する。
　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
　充したうえ、「中古設備」を含める。
　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に
　ついては、損金算入額の上限（合計300万円）を
　撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承
継税制の創設
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と
充実
　①株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納税
　猶予割合（80％）を100％に引き上げる。
　②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除さ
　れない制度を、５年経過時点で免除する制度に改
　める。
　③対象会社規模を拡大する。

Ⅲ．地方のあり方
⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本社
機能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活
用、地元大学との連携などによる技術集積づくり
や人材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必
要がある。
⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入に
ついて検討すべきである。基礎自治体（人口30万
人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合併
を推進し、合併メリットを追求する必要がある。
⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財
政改革には、「事業仕分け」のような民間の
チェック機能を活かした手法が有効であり、各自
治体で広く導入すべきである。

⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べた
ラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善せず
に高止まりしており、適正な水準に是正する必要
がある。そのためには国家公務員に準拠するだけ
でなく、地域の民間企業の実態に準拠した給与体
系に見直すことが重要である。
⑸地方議会は、大胆にスリム化するとともに、より
納税者の視点に立って行政に対するチェック機能
を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の
一層の削減と政務活動費の適正化を求める。行政
委員会委員の報酬についても日当制を広く導入す
るなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興
東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期で
ある「復興・創生期間（平成28年度～32年度）」も
２年目に入っているが、被災地の復興、産業の再生は
いまだ道半ばである。今後の復興事業に当たってはこ
れまでの効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に
執行するとともに、原発事故への対応を含めて引き続
き、適切な支援を行う必要がある。
また、昨年４月に起こった熊本地震についても、東日本
大震災の対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のあ
る措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興の実現等に
向けて早急に取り組まねばならない。

Ⅴ．その他
１．納税環境の整備

行財政改革の推進と納税者の利便性向上、事務負担
の軽減を図るため、国税と課税基準を同じくする法人
の道府県民税、市町村民税、法人事業税の申告納税手
続きにつき、地方消費税の執行と同様に、一層の合理
化を図るべきである。

２．租税教育の充実
税は国や地方が国民に供与する公共サービスの対価
であり、国民全体で等しく負担する義務がある。しか
しながら、税の意義や税が果たす役割を必ずしも国民
が十分に理解しているとは言いがたい。学校教育はも
とより、社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の
向上を図っていく必要がある。

国･地方とも行財政改革の徹底を

平成３０年度税制改正スローガン

◯厳しい財政状況を踏まえ、国・地方とも行財
　政改革の徹底を！

◯超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築
　するため、適正な負担と大胆な受益の抑制を！

◯地域経済と雇用の担い手である中小企業に、
　税制措置でさらなる活力を！

◯中小企業は地域経済の要、本格的な事業承継
　税制の創設により事業の継続を！
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　10月５日、福井県産業会館において多数の役員・会員の参加を得て、第34回法人会全国大会が開催され、全国約80
万会員総意による要望事項が採決され、税制改正の提言が行われた。また、今後この提言内容の実現に向けて、全法
連、県連、単位会における運動方法が報告、確認された。

《基本的な課題》
Ⅰ．税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
⑴消費税率10％への引き上げは、財政健全化と社会
保障の安定財源確保のために不可欠である。国民の
将来不安を解消するために、「社会保障と税の一体
改革」の原点に立ち返って、2019年10月の税率引
き上げが確実に実施できるよう、経済環境の整備を
進めていくことが重要である。
⑵「骨太の方針2015」では、歳出面で2016年度から
18年度までの３年間で政策経費の増加額を1.6兆円
（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制
する目安を示した。この２年間においては目安を達
成していることから、最終年度においても政策経費
の抑制は確実に行うべきである。
⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体
的改革によって進めることが重要である。歳入では
安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳
出については、聖域を設けずに分野別の具体的な削
減の方策と工程表を明示し、着実に実行するよう求
める。
⑷消費税率についてはこれまで主張してきたとおり、
税率10％程度までは単一税率が望ましいが、政府
は税率10％引き上げ時に軽減税率制度を導入する
予定としている。仮に軽減税率制度を導入するので
あれば、これによる減収分について安定的な恒久財
源を確保するべきである。
⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など
金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害する
うえ財政の悪化要因にもなる。政府・日銀には市場
の動向を踏まえた細心の運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格対
応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高齢者の
基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本
的な施策を実施する。
⑵医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制
改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するため
に診療報酬（本体）体系を見直すとともに、薬価の
実態を反映させるよう、２年に１度としてきた薬価
の改定を毎年実施する。さらに、政府目標である
ジェネリックの普及率80％以上も早期に達成する。
⑶介護保険については、制度の持続性を高めるために
真に介護が必要な者とそうでない者にメリハリをつ
け、給付及び負担のあり方を見直す。
⑷生活保護については、給付水準のあり方などを見直
すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運
用が不可欠である。
⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等

を整備するなどの現物給付に重点を置くべきである。
その際、企業も積極的に子育て支援に関与できるよ
う、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて検討
する。なお、子ども・子育て支援等の取り組みを着実
に推進するためには安定財源を確保する必要がある。
⑹企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害し
ないような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
⑴国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制。
⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削
減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」
の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁でき
るよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。
⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となる。消費税の制度、執行面においてさ
らなる対策を講じる必要がある。

５．マイナンバー制度について
　　マイナンバー制度は運用段階に入ったが、依然とし
て国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い
難い。政府は引き続き、制度の意義等の周知に努め、
その定着に向けて取り組んでいく必要がある。
　　今後は社会保障と税、災害対策となっている利用範
囲をどこまで広げるかが大きな課題となるが、広範な
国民的議論が必要である。

６．今後の税制改革のあり方
　　今後の税制改革に当たっては、①経済の持続的成長
と雇用の創出②少子高齢化や人口減少社会の急進展③
グローバル競争とそれがもたらす所得格差など、経済
社会の大きな構造変化④国際間の経済取引の増大や多
様化、諸外国の租税政策等との国際的整合性――など
にどう対応するかという視点等を踏まえ、税制全体を
抜本的に見直していくことが重要な課題である。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　　法人実効税率は平成28年度税制改正で29.97％（平
成30年度29.74％）となり、政府目標の「20％台」が
実現した。
　　ただ、ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は約
25％、アジア主要10カ国の平均は約22％となってお
り、我が国の税率水準は依然として高い。今般の税率
引き下げの効果等を確認しつつ、国際競争力強化など
の観点からさらなる引き下げも視野に入れる必要があ
ろう。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時限措
置ではなく、本則化する。また、昭和56年以来、800
万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。
⑵租税特別措置については、税の公平性・簡素化の観
点から、政策目的を達したものや適用件数の少ない
ものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はある
が、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措
置は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきで
ある。なお、少額減価償却資産の取得価額の損金算
入の特例措置の適応期限が平成30年３月末までと
なっていることから、直ちに本則化することが困難
な場合は、適用期限を延長する。
　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
　充したうえ、「中古設備」を含める。
　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に
　ついては、損金算入額の上限（合計300万円）を
　撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承
継税制の創設
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と
充実
　①株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納税
　猶予割合（80％）を100％に引き上げる。
　②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除さ
　れない制度を、５年経過時点で免除する制度に改
　める。
　③対象会社規模を拡大する。

Ⅲ．地方のあり方
⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本社
機能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活
用、地元大学との連携などによる技術集積づくり
や人材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必
要がある。
⑵広域行政による効率化の観点から道州制の導入に
ついて検討すべきである。基礎自治体（人口30万
人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合併
を推進し、合併メリットを追求する必要がある。
⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財
政改革には、「事業仕分け」のような民間の
チェック機能を活かした手法が有効であり、各自
治体で広く導入すべきである。

⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べた
ラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善せず
に高止まりしており、適正な水準に是正する必要
がある。そのためには国家公務員に準拠するだけ
でなく、地域の民間企業の実態に準拠した給与体
系に見直すことが重要である。
⑸地方議会は、大胆にスリム化するとともに、より
納税者の視点に立って行政に対するチェック機能
を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の
一層の削減と政務活動費の適正化を求める。行政
委員会委員の報酬についても日当制を広く導入す
るなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興
東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期で
ある「復興・創生期間（平成28年度～32年度）」も
２年目に入っているが、被災地の復興、産業の再生は
いまだ道半ばである。今後の復興事業に当たってはこ
れまでの効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に
執行するとともに、原発事故への対応を含めて引き続
き、適切な支援を行う必要がある。
また、昨年４月に起こった熊本地震についても、東日本
大震災の対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のあ
る措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興の実現等に
向けて早急に取り組まねばならない。

Ⅴ．その他
１．納税環境の整備

行財政改革の推進と納税者の利便性向上、事務負担
の軽減を図るため、国税と課税基準を同じくする法人
の道府県民税、市町村民税、法人事業税の申告納税手
続きにつき、地方消費税の執行と同様に、一層の合理
化を図るべきである。

２．租税教育の充実
税は国や地方が国民に供与する公共サービスの対価
であり、国民全体で等しく負担する義務がある。しか
しながら、税の意義や税が果たす役割を必ずしも国民
が十分に理解しているとは言いがたい。学校教育はも
とより、社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の
向上を図っていく必要がある。

国･地方とも行財政改革の徹底を

平成３０年度税制改正スローガン

◯厳しい財政状況を踏まえ、国・地方とも行財
　政改革の徹底を！

◯超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築
　するため、適正な負担と大胆な受益の抑制を！

◯地域経済と雇用の担い手である中小企業に、
　税制措置でさらなる活力を！

◯中小企業は地域経済の要、本格的な事業承継
　税制の創設により事業の継続を！
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改正税法説明会

　地域社会貢献活動の一環として、七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町及び中能登町の小学５年生、６年生
の生徒全員に租税教育用（ＴＡＸ　ＰＲ）下敷を配布した。

地域社会貢献活動

新設法人説明会

税務懇談会
　国税庁の定期人事異動により、７月10日付で新しく七尾
税務署長に着任された大沢厚志氏を迎えて、税務懇談会が
８月23日開催された。
　大沢署長からは、国税局査察部での貴重な経験を拝聴し
た後、「適正かつ公平な税務行政を推進していく中で法人
会の役割は大きい」と、日頃の法人会活動に感謝の意が述
べられ、今後においても、絶大な協力を依頼された。

　８月24日、25日の両日、羽咋、七尾の２会場で「会社取
引をめぐる税務」と「平成29年度の税制改正」等につい
て、説明会を開催した。
　七尾税務署法人課税部門の担当官から説明が行われた。

　12月13日、七尾税務署との共催により、新設法人説明会
を開催した。
　出席した新設法人に対して、公益社団法人七尾法人会
は、七尾税務署管内の約1,100社が加入する経営者の団体
であり、税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支
援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献するこ
とに取り組んでいることを説明し、加入の働きかけを積極
的に行った。

国税庁作成パンフレット　「よくわかる消費税　軽減税率制度」＜平成29年７月＞より抜粋
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青年部会だより

租税教室の開催
　社会貢献活動として小学校６年生を対象に取組んでいる租税教室を、樋川小学校、鳥屋小学校、石崎小学校
及び押水第一小学校の４校で開催した。
　女性部会が取組んでいる「絵はがきコンクール」へも多数の応募があり、応募作品から、生徒の皆さんが税
金の使い道を知り、暮らしの中での税金が担う役割を考える貴重な時間になったことがうかがえ、担当者から
は、今後も積極的に取り組んでいきたいと感想が聞けた。

研修視察

地域社会貢献活動

青年部会会員募集中！
我々の仲間になりませんか!!

当青年部会では、企業の経営者として、幅広い知
識と教養を深めるため、経営、税務等を中心とし
た研修会、講演会等を開催するほか、会員相互の
親睦交流を図ることを目的に活動しています。
＜会員資格＞
　七尾法人会員の事業所に勤務する50歳未満の
経営者または役員、もしくは役員に準ずる者
＜年会費＞5,000円
＜お問合せ＞
　（公社）七尾法人会事務局

　　　　　　　TEL 0767-53-6629

　11月11日から12日、研修視察を実施した。視察先
は、東京都台東区の株式会社第一物産と東京上野税務
署。第一物産では主にキムチ製品の製造販売業を営む事
務所で、代表取締役社長の姜恵蘭様から「すべてはお客
様の美味しいのために」をテーマに、創業から「手づく
り」にこだわっているお話しをお聞きした。また、東京
上野税務署では「タックス・スペース」での体験学習や
植山税務署広報官から「租税教室を楽しむ」をテーマに
租税教室の体験談を聴聞し、いろいろと異なった視点か
らのアプローチにより、税の意義・役割を学んだ。

　10月８日、小松どんどん祭りの会場において、石川
県法人会連合会青年部会連絡協議会の地域社会貢献活動
として、納税の意義等を周知するとともに法人会の知名
度を上げるべくブースを出店し、女性部会連絡協議会の
協力も得、けんたグッズ等を配布した。

樋川小学校 鳥屋小学校

石崎小学校 押水第一小学校
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女性部会だより

租税教室及び絵はがきコンクール優秀作品の表彰式

全国女性フォーラム「鹿児島大会」

研修視察
　６月21日から22日、「地の利を生かす経営力」をテーマに群馬県浅間酒造㈱に伺い、代表取締役会長の櫻
井芳樹氏より“お客様の目線で物事を考え、企業経営に当っている”などのお話を拝聴した後、酒蔵を見学し
ました。
　また、群馬県は古くから養蚕・製糸・織物に関する工業が盛んであったことから、世界遺産である富岡製糸
場へも訪問し、製糸工場内の見学で我が国の工業化の始まりを実感でき、有意義な研修視察となりました。

　法人会の社会貢献活動として積極的に取り組んでいる租税教室を中島小学校６年生を対象に開催した。「税
の果たす役割」などについて学んだ生徒から、そこで得ることができた知識や感想を描いた絵はがきが多数寄
せられた。平成28年度の絵はがきの応募総数は169作品で、その中から優秀と認められた33作品について、
２月12日、ラピア鹿島において表彰式を行った。

　４月７日、全法連及び全法連女性部会連絡協議会主催による
「第12回　法人会全国女性フォーラム」が鹿児島県の城山観光
ホテルで開催され、全国から約1,600名が参加した。本フォー
ラムは、部会員の資質向上と情報共有による法人会活動のさら
なる充実、活性化を目的に開催されており、法人会における女
性部会の役割には、年々大きな期待が寄せられている。当日
は、㈱国際協力銀行　林信光氏より「明日の社会と税金を語る
～霞が関からワシントンまで～」と題し、講演が行われた。

交流会
　10月26日、輪島法人会女性部会との恒例の交流会が22名の
参加を得て開催された。
　当日は、中能登町の能登テック㈱を見学の後、能登上布会
館、天日陰比咩神社、石動山の伊須琉岐比古神社を参拝し親睦
を深めた。

表彰式中島小学校
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『税を考える週間』

～個人住民税の特別徴収とは～
　所得税の源泉徴収と同じように、事業主が従業員に代わって、毎月の給与から個人住民税（市町民税＋県民税）を徴収（給与天引
き）し、従業員の住所地の市町へ毎月納入する制度です。
　なお、従業員が常時10名未満の事業所等は、市町長の承認を受けて年12回の納期を年2回にする納期の特例制度がありますの
で、詳しくは各市町へご相談ください。

《お問合せ先》
　◎手続について　　七尾市税務課　　℡：0767-53-8412、羽咋市税務課　　　℡：0767-22-7130、
　　　　　　　　　　志賀町税務課　　℡：0767-32-9142、宝達志水町税務課　℡：0767-29-8150、
　　　　　　　　　　中能登町税務課　℡：0767-74-2807
　◎制度について　　石川県総務部税務課　℡：076-225-1271

事業主のみなさまへ

従業員の個人住民税は、事業主の特別徴収が法律で義務づけられています！

《石川県・各市町からのお知らせ》 個人住民税の特別徴収のお知らせ

県税キャラクター
直之くん

『税を考える週間』“税の役割と税務署の仕事”《11月11日（土）～11月17日（金）》

　国税庁では、毎年11月11日から11月17日までを「税を考える週間」と定め、各種の広報・広聴活動を行って
おります。
　今年は、「税の役割と税務署の仕事」をテーマとして、税の役割、適正・公平な課税と徴収の実現に向けた
庁局署の取組や国税庁のＩＴ・国際化に対する諸施策について紹介します。

この度、永年の法人会活動等の御功績に
対し表彰が授与されました。

七尾税務署管内の主な行事

年末調整説明会

高澤　良英 氏

行　　　事　　　名 日　　　　　時 会　　　　　　　　場

小中学生の税に関する作品展

納税表彰式

11月11日(土)～11月17日(金)

11月９日(木) 15：00～ フォーラム七尾

七尾パトリア・コスモアイル羽咋・志賀
町文化ホール・アスク・宝達志水町役
場・宝達志水町民センターアステラス、
中能登町道の駅

正しい事務処理を行うためにも、源泉徴収義務者の方々は是非ご出席ください。
なお、説明会の前までに関係用紙を送付することとしていますので、事前に送付した用紙を必ずお持ちください。

＊お問い合わせ先　　七尾税務署　法人課税第１部門（☎0767-52-9338）
＊開催会場では、駐車台数に限りがありますので、あらかじめご了承願います。

月　　　　日

11月16日(木）

11月17日(金）

時　　　 間

10:00～12:00

13:30～15:30

13:30～15:30

会　　　　場

羽咋すこやかセンター
（旧羽咋文化会館）

七尾サンライフプラザ

羽咋市・志賀町
宝達志水町

七尾市・中能登町
志賀町

おめでとうございます
税
務
署
長
表
彰
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　石川県及び県内１９市町では、地方税の申告手続をインターネットで行うことができます。
　自宅やオフィスで申告手続ができ、複数の地方公共団体へ作成した申告書を一度に送信することができますので、
ぜひご利用ください。

◎利用時間　8:30～24:00（土日祝日、年末年始を除く）
◎対象税目
　県　　税：法人県民税、法人事業税、地方法人特別税
　市町村税：法人市町村民税、個人住民税（給与支払報告書等）、固定資産税（償却資産）等

《電子申告についてのお問合せ先》
　一般社団法人 地方税電子化協議会
　　ホームページ　http://www.eltax.jp/
　　T   E   L　　　0570-081459、03-5500-7010［IP電話やPHSなどの場合］
　　受付時間　　　9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）　

《石川県・各市町からのお知らせ》 地方税の電子申告（ｅＬＴＡＸ）のお知らせ
エルタックス

県税キャラクター
直之くん

４．　７　全国女性フォーラム鹿児島大会
４．１０　県連総務委員会
４．１１　県青連協正副会長・監事会議
４．１１　県女連協正副会長・監事会議
４．１３　青年部会正副部会長会議
４．２０　女性部会役員会
４．２０　女性部会第22回通常総会・記念講演会
４．２６　県連正副会長会議及び理事会
４．２７　第１回理事会
４．２７　福利厚生制度推進連絡協議会
５．１９　青年部会役員会
５．１９　青年部会第26回通常総会・記念講演会
５．２９　県連税制委員会
６．　１　第５回通常総会・記念講演会
６．　１　第２回理事会
６．　５　県連第５回通常総会
６．１２　県青連協第26回定時連絡協議会
６．１２　県女連協第17回定時連絡協議会
６．１４　北法連第38回定時役員総会
６．２１　全法連第７回定時評議員会
６．２１　女性部会研修視察（21日～22日）
７．２０　正副会長会議
７．２１　青年部会正副部会長会議
７．２５　県青連協正副会長会議
７．２５　北陸地区青連協連絡会議
８．２２　県連厚生委員会
８．２３　税務懇談会
８．２４　定例研修会　羽咋会場
８．２５　定例研修会　七尾会場
８．２９　県連組織委員会
９．　１　青年部会租税教室　西北台小学校
９．　４　青年部会租税教室　鹿島小学校
９．　５　青年部会租税教室　東湊小学校
９．　６　女性部会正副部会長会議

１０．　５　法人会全国大会「福井大会」
１０．　６　租税教室講師担当者研修会
１０．　８　県青連協社会貢献事業
１０．１３　青年部会研修視察（13日～14日）
１０．２４　北陸地区青連協租税教育活動勉強会
１０．２６　輪島法人会女性部会との交流会

新　会　員　紹　介
◆（平成28年11月１日～29年10月31日）◆

　　　法 人 名 代表者氏名

　株式会社 Ｍ’S 加藤　幹生

　株式会社 おやゆびカンパニー 太田　殖之

　株式会社 海幸 酒井　秀信

　有限会社 ジェイプランニング 垣内　　淳

　株式会社 敷浪タクシー 源野　正和

　社会福祉法人 弘和会 畝　　和弘

　七尾海陸運送株式会社 大森　信夫

　株式会社 七尾クリエイト 茶谷　義隆

　能登島リゾート開発 株式会社 高橋　志栄

　林谷産業 株式会社 林谷　一夫

　尾湾観光 株式会社 酒井志津代

　有限会社 宮本製菓 宮本　豊也

　有限会社 ヨシカワ.エネルギー 辻口　正志

会  員  募  集
　法人会では税務研修会、講演会など幅広い活動を通じ
て､企業の繁栄と社会の健全な発展に貢献しています。
　お問い合わせ・連絡先　公益社団法人七尾法人会
　　　　　　　　　　　　　　電話 0767-53-6629
ホームページのご案内
　　http://nanao.ishikawa-kenhouren.or.jp/

（平成29年４月1日～10月31日）

※平成29年１月から、国と市区町村にそれぞれ提出義務のある源泉徴収票と給与支払報告書の
　様式を統一し、ｅＬＴＡＸに一元的に送信することが可能になります。

『税を考える週間』

～個人住民税の特別徴収とは～
　所得税の源泉徴収と同じように、事業主が従業員に代わって、毎月の給与から個人住民税（市町民税＋県民税）を徴収（給与天引
き）し、従業員の住所地の市町へ毎月納入する制度です。
　なお、従業員が常時10名未満の事業所等は、市町長の承認を受けて年12回の納期を年2回にする納期の特例制度がありますの
で、詳しくは各市町へご相談ください。

《お問合せ先》
　◎手続について　　七尾市税務課　　℡：0767-53-8412、羽咋市税務課　　　℡：0767-22-7130、
　　　　　　　　　　志賀町税務課　　℡：0767-32-9142、宝達志水町税務課　℡：0767-29-8150、
　　　　　　　　　　中能登町税務課　℡：0767-74-2807
　◎制度について　　石川県総務部税務課　℡：076-225-1271

事業主のみなさまへ

従業員の個人住民税は、事業主の特別徴収が法律で義務づけられています！

《石川県・各市町からのお知らせ》 個人住民税の特別徴収のお知らせ

県税キャラクター
直之くん

『税を考える週間』“税の役割と税務署の仕事”《11月11日（土）～11月17日（金）》

　国税庁では、毎年11月11日から11月17日までを「税を考える週間」と定め、各種の広報・広聴活動を行って
おります。
　今年は、「税の役割と税務署の仕事」をテーマとして、税の役割、適正・公平な課税と徴収の実現に向けた
庁局署の取組や国税庁のＩＴ・国際化に対する諸施策について紹介します。

この度、永年の法人会活動等の御功績に
対し表彰が授与されました。

七尾税務署管内の主な行事

年末調整説明会

高澤　良英 氏

行　　　事　　　名 日　　　　　時 会　　　　　　　　場

小中学生の税に関する作品展

納税表彰式

11月11日(土)～11月17日(金)

11月９日(木) 15：00～ フォーラム七尾

七尾パトリア・コスモアイル羽咋・志賀
町文化ホール・アスク・宝達志水町役
場・宝達志水町民センターアステラス、
中能登町道の駅

正しい事務処理を行うためにも、源泉徴収義務者の方々は是非ご出席ください。
なお、説明会の前までに関係用紙を送付することとしていますので、事前に送付した用紙を必ずお持ちください。

＊お問い合わせ先　　七尾税務署　法人課税第１部門（☎0767-52-9338）
＊開催会場では、駐車台数に限りがありますので、あらかじめご了承願います。

月　　　　日

11月16日(木）

11月17日(金）

時　　　 間

10:00～12:00

13:30～15:30

13:30～15:30

会　　　　場

羽咋すこやかセンター
（旧羽咋文化会館）

七尾サンライフプラザ

羽咋市・志賀町
宝達志水町

七尾市・中能登町
志賀町

おめでとうございます
税
務
署
長
表
彰
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税に関する絵はがきコンクール作品

鳥屋小学校６年生　上坂 美和 さん

中
能
登
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

中島小学校６年生　丸山 明希 さん

七
尾
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

鳥屋小学校６年生　曽山 美結 さん

中
能
登
町
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

中島小学校６年生　藤助 咲妃 さん

七
尾
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

樋川小学校６年生　梶原 彩奈加 さん

羽
咋
郡
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

押水第一小学校６年生　吉野 友花 さん

羽
咋
郡
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

樋川小学校６年生　澤田 柚衣 さん

羽
咋
郡
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

樋川小学校６年生　北山 明音 さん

石崎小学校６年生　木下 渚 さん

羽咋郡市租税教育推進協議会長賞

七尾市租税教育推進協議会長賞


